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6
な
ら
す
し
て
而
し
て
数
多
の
官
吏
を
使
用
す
る
の
局
課
之
あ
り
」
と
し
、
経
費
節
減
し
う
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
も
要
す
る
に
経
済
自
由
の
原
則
に
も
と
つ
い
た
経
済
政
策
原
理
に
た
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
自
由
放
任
主
義
に
立
つ
こ
と
な
く
し
て
、
国
家
財
政
の
危
機
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
田
口
の
政
府
の
財
政
経
済
政
策
批
判
の
基
本
点
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
民
権
派
の
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
政
府
部
内
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
政
策
の
行
過
ぎ
を
み
と
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
9
　
「
自
由
党
史
」
上
巻
二
四
〇
ー
二
四
二
頁
。
　
　
1
0
　
同
右
二
七
一
頁
。
　
　
1
1
　
同
右
三
一
五
．
頁
。
　
　
1
2
　
同
右
三
〇
八
頁
。
　
　
1
3
　
「
田
口
卯
吉
全
集
」
第
四
巻
一
五
頁
。
　
　
1
4
　
同
第
六
巻
九
九
、
一
〇
〇
頁
。
　
　
1
5
　
同
一
〇
四
頁
。
　
　
1
6
　
同
一
〇
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
政
府
側
の
経
済
政
策
転
換
論
は
大
蔵
大
輔
兼
勧
農
局
長
で
あ
っ
た
松
方
正
義
に
よ
っ
て
主
張
せ
ら
れ
た
。
彼
は
、
明
治
十
二
年
九
月
の
「
勧
農
要
巳
1
4
」
で
政
策
転
換
の
必
要
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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建
言
書
」
に
お
い
て
「
『
レ
ツ
セ
、
ヌ
、
フ
エ
ー
ル
』
ノ
言
ハ
何
等
ノ
時
世
二
際
シ
何
等
ノ
政
府
二
答
ヘ
タ
ル
ノ
諮
ナ
ル
ヤ
ヲ
弁
知
セ
ス
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シ
テ
、
之
ヲ
本
邦
ノ
今
日
二
唱
フ
ル
ハ
亦
膠
柱
ノ
見
タ
ル
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
モ
ノ
」
と
し
て
民
権
論
者
や
田
口
等
の
見
解
を
批
判
し
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
も
、
　
「
夫
レ
政
術
ハ
宜
シ
ク
放
任
主
義
ヲ
操
ル
可
キ
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
凡
ソ
国
家
ヲ
益
シ
人
民
ヲ
利
ス
ル
ノ
事
業
ニ
シ
テ
人
民
私
力
ノ
能

　
　
　
　
　
　
　
　
ク
及
フ
所
二
非
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
唯
政
府
之
ヲ
為
ス
可
キ
ノ
ミ
」
と
し
て
、
政
策
転
換
の
必
然
性
を
み
と
め
る
に
い
た
つ
た
。
こ
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
省
で
も
大
蔵
省
で
も
主
脳
官
僚
が
経
済
政
策
の
転
換
の
必
然
性
を
主
張
す
る
に
い
た
つ
た
の
は
、
政
策
の
行
過
ぎ
と
失
敗
は
も
と
よ
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り
、
民
権
運
動
の
熾
烈
さ
お
よ
び
そ
の
政
府
批
判
に
対
す
る
政
府
部
内
の
自
己
批
判
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
方
は
十
三
年
二
月
内
務
卿
に
就
任
し
、
先
輩
大
久
保
の
遺
志
を
継
承
す
る
責
任
者
の
地
位
に
立
っ
に
い
た
っ
た
が
、
こ
の
と
き
大
隈

　
　
　
　
　
　
　
　
の
財
政
政
策
は
失
敗
に
お
わ
り
、
国
家
財
政
の
危
機
を
外
債
募
集
に
よ
っ
て
打
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
松
方
は
明
治
十
三
年
六
月
の
『

　
　
　
　
　
　
　
　
財
政
管
窺
概
略
』
で
外
債
募
集
の
件
を
は
げ
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
政
策
転
換
を
強
く
主
張
す
る
に
い
た
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
「
民
業
二
関
ス
ル
事
業
ハ
断
然
民
有
二
帰
セ
シ
ム
可
キ
」
も
の
と
し
、
　
「
勧
奨
ノ
法
岡
ヨ
リ
多
シ
ト
雛
ト
モ
、
現
今
政
府
ノ
事
業
ニ
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
其
民
業
二
属
ス
ル
者
ハ
、
有
志
人
民
ノ
請
願
二
応
シ
テ
下
付
ス
ヘ
キ
者
ハ
勉
メ
テ
之
ヲ
下
付
ス
ベ
シ
」
と
、
政
府
部
内
の
政
策
転
換
論
に
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大
隈
も
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
政
府
の
経
済
政
策
の
転
換
は
、
筆
頭
参
議
大
隈
重
信
の
「
三
議
一
件
の
建
議
」
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
づ
い
て
「
農
商
務
省
設
置
の
議
」
と
な
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
官
営
工
場
の
払
下
げ
に
っ
い
て
み
よ
う
。
官
営
工
場
の
払
下
げ
は
、
明
治
十
三
年
五
月
の
大
隈
大
蔵
卿
の
「
三
議
一
件
の
建
議
」

　
　
　
　
　
　
　
　
を
直
接
の
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
建
議
の
一
つ
が
「
勧
誘
ノ
為
メ
設
置
シ
タ
ル
エ
場
払
下
ケ
ノ
議
」
で
あ
っ
た
。
大
隈
は
次

　
　
　
　
　
　
　
　
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
ソ
政
府
二
於
テ
工
場
ヲ
設
置
ス
ル
ノ
理
三
ア
リ
、
国
家
統
治
上
二
於
テ
必
要
ノ
機
具
ヲ
製
作
ス
ル
タ
メ
ニ
設
置
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
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